
議案第１０号 

みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

令和 ５年 ３月 ２日提出 

みやき町長 岡  毅 

提案理由 

この議案は、職員の職務と責任に応じた等級別基準の適正化及び職名の明確化に伴

い、みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決

を求めるものである。 



みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

みやき町職員の給与に関する条例（平成17年みやき町条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１を次のように改める。 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用職員以

外の職員 

  略 円 

１ 367,300 

２ 370,000 

３ 372,400 

４ 375,100 

５ 377,200 

６ 379,700 

７ 382,100 

８ 384,600 

９ 386,900 

10 389,700 

11 392,300 

12 395,100 

13 397,500 

14 399,900 

15 402,100 

16 404,500 

17 406,400 

18 408,400 

19 410,300 

20 412,200 

21 414,100 

22 415,900 

23 417,700 

24 419,700 

25 421,500 

26 423,000 

27 424,600 

28 426,200 

29 427,800 



30 429,100 

31 430,400 

32 431,700 

33 432,900 

34 434,200 

35 435,500 

36 436,800 

37 438,000 

38 438,800 

39 439,600 

40 440,400 

41 441,000 

42 441,700 

43 442,400 

44 443,200 

45 444,000 

46 444,800 

47 445,200 

48 445,900 

49 446,400 

50 446,800 

51 447,200 

52 447,600 

53 448,000 

54 448,400 

55 448,800 

56 449,200 

57 449,500 

58 449,900 

59 450,200 

60 450,500 

61 450,800 

62～125 

再任用職員   略 361,300 

別表第２中「専門主査」を「係長」に改め、「主幹」の前に「課長補佐又は」を加え、

同表に次のように加える。 



７級 困難な業務を分掌する部長の職務 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任

用職

員以

外の

職員 

略 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任

用職

員以

外の

職員 

略 

円 

１ 367,300 

２ 370,000 

３ 372,400 

４ 375,100 

５ 377,200 

６ 379,700 

７ 382,100 

８ 384,600 

９ 386,900 

10 389,700 

11 392,300 

12 395,100 

13 397,500 

14 399,900 

15 402,100 

16 404,500 

17 406,400 

18 408,400 

1



改  正  前 改  正  後 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

19 410,300 

20 412,200 

21 414,100 

22 415,900 

23 417,700 

24 419,700 

25 421,500 

26 423,000 

27 424,600 

28 426,200 

29 427,800 

30 429,100 

31 430,400 

32 431,700 

33 432,900 

34 434,200 

35 435,500 

36 436,800 

37 438,000 

38 438,800 

39 439,600 

40 440,400 

41 441,000 

42 441,700 

2



改  正  前 改  正  後 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62～

125 

再任

用職

員 

略 

43 442,400 

44 443,200 

45 444,000 

46 444,800 

47 445,200 

48 445,900 

49 446,400 

50 446,800 

51 447,200 

52 447,600 

53 448,000 

54 448,400 

55 448,800 

56 449,200 

57 449,500 

58 449,900 

59 450,200 

60 450,500 

61 450,800 

62～

125 

再任

用職

員 

361,300 

3



改  正  前 改  正  後 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

等級 基準となる職務 

（略） 

３級 

１ 専門主査又は専門監の職務 

２ 主査又は専門監の職務 

４級 

１  主幹の職務 

２ 困難な業務を分掌する専門主査又は専門監の

職務 

３ 困難な業務を分掌する主査又は専門監の職務 

５級 

１ 課長の職務 

２ 困難な業務を分掌する 主幹の職 

務 

６級 

１ 部長の職務 

２ 困難な業務を分掌する課長の職務 

等級 基準となる職務 

（略） 

３級 

１ 係長＿＿又は専門監の職務 

２ 主査又は専門監の職務 

４級 

１ 課長補佐又は主幹の職務 

２ 困難な業務を分掌する係長＿＿又は専門監の

職務 

３ 困難な業務を分掌する主査又は専門監の職務 

５級 

１ 課長の職務 

２ 困難な業務を分掌する課長補佐又は主幹の職 

務 

６級 

１ 部長の職務 

２ 困難な業務を分掌する課長の職務 

７級 困難な業務を分掌する部長の職務 

4


	●修正　原議_みやき町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
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